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公文書館条例 公文書館条例施行規則
歴文の閲覧等に係る
各種事務取扱

現
用
文
書

非
現
用
文
書

館
の
設
置

知事部局の例。公文書管理条例の制定により変更の伴う規則等のみを記載。

〇行政文書の管理 〇管理体制
〇作成
〇整理
〇廃棄・延⾧
〇電磁的記録の管理

〇規則の運用

〇文書の収受及び配布
〇文書の処理
〇文書の施行
〇文書の整理、保存等

〇文書規程の運用

〇設置
〇職員
〇歴文の閲覧等

〇事業
〇閲覧の申請
〇利用の制限

〇利用閲覧要領
〇利用制限に関する基準
〇公文書等収集基準 等

新たな文書管理制度の体系イメージ

【資料３】



公文書の管理に関する条例制定後（令和８年４月～）
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行政文書管理規則
の施行について

文書規程の
取扱要領文書規程

2

公文書館条例 公文書館条例施行規則
歴文の閲覧等に係る
各種事務取扱

公文書の管理に
関する条例

公文書の管理に関する
条例施行規則

行政文書
管理指針

文書規程の
取扱要領

行政文書
管理規程

特定歴史行政文書等の
保存等に関する規則

現
用
文
書

非
現
用
文
書

特定歴文の利用等

に係る各種事務取扱

〇公文書管理の基本的事項
〇作成 ○整理
○保存 ○ファイル管理簿
○延⾧・移管・廃棄
○管理状況の報告等

館
の
設
置

国のガイドライン
に相当する内容

〇歴文の保存
〇費用負担その他一般の利用
〇移管した実施機関の利用
〇廃棄
〇公表に係る規則で定める事項

〇規則で定める事項
（特定歴文を除く）

公文書管理委員会

特定歴文の利用決定等
に係る審査基準

〇行政文書管理規程の標準
〇歴史行政文書等の選定基準

委員会諮問・意見聴取事項
条例制定に伴い新規制定又は既存規則等全面改正

既存規則等の廃止又は新規程等への全面改正

知事部局の例。公文書管理条例の制定により変更の伴う規則等のみを記載。


